
水道料金・下水道使用料 減免申請書 
申請日     年  月  日 

（宛先）座間市公営企業管理者 

 座間市水道事業給水条例第４７条の５第１項及び座間市下水道条例第３８条第１項の規定に基づ

き、水道料金・下水道使用料の減免を申請します。 

 なお、申請に当たり、減免適用の資格審査に必要があるときは、世帯員全員の個人情報について調

査を受け、証明書の提出に応ずることについて同意します。また、減免措置を受けている世帯の世帯

員に異動があった場合は直ちに報告します。 

                   申請者 住所                 

                       氏名                

                日中連絡可能な電話番号              

〔太枠内を記入してください〕         納入者との続柄 （        ）  

水栓番号     －     検査番号  

水栓所在地  

納入者氏名  電話（携帯可）  

納入者住所  

減免対象者氏名  

添付書類 

（写し可） 

該当する番号及び等級区分

に○を付けてください 

１ 身体障害者手帳    （ １級 ・ ２級 ・ ３級 ） 

２ 療育手帳       （ Ａ１ ・ Ａ２ ・ Ｂ１ ） 

３ 精神障害者保健福祉手帳 １級 

４ ○親 福祉医療証 

上記の水栓を使用されている世帯員全員について記入してください。なお、世帯分離をされている場合で

も、同一居所の世帯員となります。 

氏 名
フ リ ガ ナ

 生 年 月 日 １月１日現在の居住地 市使用欄 

 
年  月  日 座間市 ・

座間市外 

（      ） 

  

 
年   月   日 座間市 ・

座間市外 

（      ） 

  

 
年   月   日 座間市 ・

座間市外 

（      ） 

  

 
  年    月    日 座間市 ・

座間市外 

（      ） 

  

 
年   月  日 座間市 ・

座間市外 

（      ） 

  

 



注 意 事 項 

申請する前に必ずお読みください。 

 

「水道料金・下水道使用料の減免について」 

 

１ 目的 

水道料金及び下水道使用料（以下「料金等」という。）は、使用の対価であり、使用量に応じ

て算出された料金等は皆様に公平にお支払いただくものです。 

減免制度は、障がいのある方やひとり親世帯など、社会的に厳しい方々への負担軽減のため

の制度です。 

 

２ 減免対象となる要件（（１）・（２）のいずれも満たしている場合が対象） 

（１） 世帯員全員の市区町村民税の申告がされており、かつ全員が非課税であること。 

    ただし、生活保護受給者がいる世帯は除く。 

（２） 次に該当する方が世帯員にいること。 

・ 身体障害者手帳の交付を受けた者で、１級、２級又は３級に該当する者 

・ 療育手帳の交付を受けた者で、Ａ１、Ａ２又はＢ１に該当する者 

・ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、１級に該当する者 

・ 座間市ひとり親家庭等の医療費助成制度を受けている者 

 

３ 添付書類 

 （１） 市区町村民税の非課税が証明できる書類（写し可） 

ただし、座間市で税申告されており、世帯員全員の非課税が証明できる場合は、書類の

提出は不要です。 

      （２） ２の（２）の要件に該当することを証明することのできる手帳や証書の写し 

 

４ 申請方法 

申請書（表面）に必要事項を記入の上、３の添付書類を添えて「水道料金お客様センター」ま

で持参又は郵送にて提出してください。 

 

お問合せ先（提出先） 

水道料金お客様センター       住所 座間市緑ケ丘一丁目３番１号 

                電話 ０４６－２６６－５５２０ 

     事務担当 

     座間市上下水道局 経営総務課料金係 電話 ０４６－２５２－８５４１ 


